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登米市上下水道部は、市民の皆さまに安全で良質な水道水をお

届けすることを目的に水質検査計画を策定しています。 

 

水質検査計画は、水道法施行規則に基づき、毎事業年度の開始

前に公表しています。また、水質検査結果は、上半期・下半期に

分けて公表しています。 
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１ 基本方針 

（１）水質検査地点は、水道法で検査が義務付けられている給水栓水のほか、原水（浄水場の入

口・水源）、処理過程水(浄水場で処理中の水)、浄水（浄水場の出口）とします。 

（２）検査項目は水道法で義務付けられている項目（毎日検査項目、水質基準項目）と水質管理

上必要な項目（水質管理目標設定項目、クリプトスポリジウム等検査など）及び自主項目と

します。 

（３）検査回数は、水源の種類やこれまでの検査結果の状況等を考慮して定めています。 

（４）水質検査は、登米市上下水道部が自ら行い、検査ができない項目は、水道法第 20 条第３

項の規定により登録を受けた水質検査機関（以下「登録検査機関」という。）へ委託します。 

 

２ 水道事業の概要 

（１）給水状況 

給水人口の約 84％に水道水を供給している保呂羽浄水場を含めた、９つの浄水場を有し、１

日当りの合計最大施設能力は 37,158m3です。 

令和６年度末の給水人口は 71,145 人、給水件数は 29,921 件、１日平均配水量は 25,162 ㎥

です。 

 

（２）浄水場の概要         

浄水場名 保呂羽浄水場 石越浄水場 錦織浄水場 

水源 表流水(北上川) 表流水(迫川) 伏流水(大関川) 

所在地 
登米市登米町 

寺池道場 

登米市石越町 

南郷字高森 

登米市東和町 

米谷字大嶺 

施設能力 30,700 m3/日 2,100 m3/日 850 m3/日 

浄水処理方法 
薬品沈殿 

急速ろ過 

薬品沈殿 

急速ろ過 

薬品沈殿 

膜ろ過 

使用薬品 

ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ（PAC） 

次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 

水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ(苛性ｿｰﾀﾞ) 

炭酸ｶﾞｽ 

活性炭 

ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ（PAC） 

次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 

水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ(苛性ｿｰﾀﾞ) 

活性炭 

ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ

（PAC） 

次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 

給水範囲 

登米市迫町、登米町、 

中田町、豊里町、 

米山町、南方町、 

津山町柳津 

登米市石越町 

栗原市若柳 

登米市東和町錦織、 

東和町米谷 
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浄水場名 米谷浄水場 米川浄水場 楼台浄水場 

水源 地下水(浅井戸) 地下水(浅井戸) 地下水(深井戸) 

所在地 
登米市東和町 

米谷字大嶺 

登米市東和町 

米川字町 

登米市東和町 

米谷字楼台 

施設能力 1,200 m3/日 1,420 m3/日 110 m3/日 

浄水処理方法 紫外線処理 紫外線処理 直接ろ過 

使用薬品 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 
ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ（PAC） 

次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 

給水範囲 
登米市東和町錦織、 

東和町米谷 
登米市東和町米川 登米市東和町米谷 

 

浄水場名 大萱沢浄水場 合ノ木浄水場 大綱木浄水場 

水源 湧水(大萱沢) 表流水(合ノ木川) 表流水(上鱒淵川) 

所在地 
登米市津山町 

横山字大萱沢 

登米市東和町 

米川字合ノ木 

登米市東和町 

米川字大綱木 

施設能力 760 m3/日 8 m3/日 10m3/日 

浄水処理方法 緩速ろ過 膜ろ過 膜ろ過 

使用薬品 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 

給水範囲 登米市津山町横山 登米市東和町米川 登米市東和町米川 

 （注）施設能力は令和２年２月認可変更時の数値 

 

３ 原水及び水道水の水質状況 

（１）原水の水質状況 

    これまでの検査結果等から判断される各浄水場における原水の水質変動の要因と、注目

すべき管理項目は表１のとおりです。 

 

<表１> 各浄水場における原水の水質変動の要因と注目すべき管理項目 

浄水場名 変動要因 管理項目 

保呂羽浄水場 
・藻類等（主に上流域のダム由来） 

・旧松尾鉱山 

・カビ臭 

・ヒ素 

石越浄水場 

・藻類等（主に上流域のダム由来） 

・河川流域の地層 

・旧細倉鉱山 

・カビ臭 

・マンガン 

・カドミウム、鉛 

全浄水場 

・降雨、渇水 

・有機物 

・クリプトスポリジウム等の混入 

・濁度、色度、ｐH 値 

・総トリハロメタン、ハロ酢酸 

・クリプトスポリジウム等 
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（２）水道水の水質状況 

    浄水場では、水源の水質状況に応じた適切な浄水処理を行い、水道法で定められた水質

基準に適合した安全な水を送り出しています。 

 

４ 水質検査地点（採水場所） 

（１）給水栓水（水質検査地点は別添のとおり） 

① 毎日検査の採水場所は配水系統ごとに 20箇所の給水栓を選定しました。 

② 水質基準項目検査の採水場所も同様に 20箇所の給水栓を選定しました。 

 

（２）浄水場及び水源 

① 各浄水場の水源または浄水場の入口で原水の検査を行います。 

② 各浄水場の出口で浄水の検査を行います。 

③ 保呂羽浄水場と石越浄水場では処理過程水の検査を行います。 

 

５ 水質検査項目と検査回数 

（１）法令（水道法第 20 条第１項及び水道法施行規則第 15 条の規定）に基づいて行う水質検査

項目と検査回数 

① 毎日検査（１日に１回行う検査）  

 4-(1)-①で選定した 20箇所の給水栓で表２の項目の検査を行います。 

 この項目は、水道水が満たされなければならない最も基本的な要件です。 

 

<表２> 法定：毎日検査項目表 

№ 検査項目 評価 

1 色 異常でないこと（無色であること） 

2 濁り 異常でないこと（透明であること） 

3 残留塩素 0.1mg／L 以上 

 

② 毎月検査（１か月に１回行う検査） 

4-(1)-②で選定した 20 箇所の給水栓で表３の項目、水温、残留塩素の検査を行います。 

 

<表３> 法定：毎月検査項目表 

基準№ 検査項目 基準値 

1 一般細菌 100個／ml以下 

2 大腸菌 検出されないこと 

39 塩化物イオン 200mg／L 以下 

47 有機物：全有機炭素（TOC）の量 3mg／L以下 

48 ｐH値 5.8～8.6 

49 味 異常でないこと 

50 臭気 異常でないこと 

51 色度 5 度以下 

52 濁度 2 度以下 
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③  全項目検査（３か月に１回行う検査） 

４-(1)-②で選定した 20 箇所の給水栓で表４の項目と水温、残留塩素の検査を行います。 

水質基準項目のうち 28 項目は過去の検査結果により検査回数を減らすことができますが、 

安全性や性状を確認するため回数を減らさずに検査します（表４参照）。 

また、水質基準項目のうちカビ臭物質である№43 ジェオスミン、№44 ２－メチルイソ

ボルネオールを産出する藻類等が発生しやすい７月～９月に月に１回以上検査します。 

なお、令和８年４月１日から「ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフル

オロオクタン酸（PFOA）」が水質基準項目（№20）に位置付けられます。 

                           

 
   図１.液体クロマトグラフ（ホルムアルデヒド等の測定）
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<表４> 法定：水質基準項目（全項目検査項目表）  （例 保呂羽浄水場 令和４年～令和６年度） 

基

準 

№ 

水質基準項目 基準値 
過去 3 年間の 

蛇口の最大値 

過去 3 年間の 

検査結果から 

減じることが 

できる回数 

検査計画回数（回／年） 

給

水

栓 

原水・浄水 

1 一般細菌 100 個／ml 以下 0 
1 ヶ月に 1 回以上 

12 12 

2 大腸菌 検出されないこと 不検出 12 12 

3 カドミウム及びその化合物 0.003ｍｇ/L 以下 0.0003mg/L 未満 

※3 

4 4 

4 水銀及びその化合物 0.0005ｍｇ/L 以下 0.00005mg/L 未満 4 4 

5 セレン及びその化合物 0.01ｍｇ/L 以下 0.001mg/L 未満 4 4 

6 鉛及びその化合物 0.01ｍｇ/L 以下 0.001mg/L 未満 4 4 

7 ヒ素及びその化合物 0.01ｍｇ/L 以下 0.001mg/L 未満 4 4 

8 六価クロム化合物 0.02ｍｇ/L 以下 0.002mg/L 未満 4 4 

9 亜硝酸態窒素 0.04ｍｇ/L 以下 0.004mg/L 未満 4 4 

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01ｍｇ/L 以下 0.001mg/L 未満 3 ヶ月に１回以上 4 4 

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10ｍｇ/L 以下 0.95mg/L 

※3 

12 12 

12 フッ素及びその化合物 0.8ｍｇ/L 以下 0.09mg/L 4 4 

13 ホウ素及びその化合物 1ｍｇ/L 以下 0.1mg/L 未満 4 4 

14 四塩化炭素 0.002ｍｇ/L 以下 0.0002mg/L 未満 4 4 

15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.05ｍｇ/L 以下 0.005mg/L 未満 4 4 

16 ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04ｍｇ/L 以下 0.001mg/L 未満 4 4 

17 ジクロロメタン 0.02ｍｇ/L 以下 0.001mg/L 未満 4 4 

18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01ｍｇ/L 以下 0.001mg/L 未満 4 4 

19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01ｍｇ/L 以下 0.001mg/L 未満 4 4 

20 

ペルフルオロオクタンスルホン

酸（PFOS）及びペルフルオロオ

クタン酸（PFOA）※４ 

0.00005ｍｇ/L 以下 — 3 ヶ月に１回以上 4 4 

21 ベンゼン 0.01ｍｇ/L 以下 0.001mg/L 未満 ※3 4 4 

22 塩素酸※1 0.6ｍｇ/L 以下 0.10mg/L 

3 ヶ月に 1 回以上 

4 4 

23 クロロ酢酸※1 0.02ｍｇ/L 以下 0.002mg/L 未満 4 4 

24 クロロホルム※1 0.06ｍｇ/L 以下 0.036mg/L 4 4 

25 ジクロロ酢酸※1 0.03ｍｇ/L 以下 0.016mg/L 4 4 

26 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ※1 0.1ｍｇ/L 以下 0.005mg/L 4 4 

27 臭素酸※1 0.01ｍｇ/L 以下 0.001mg/L 未満 4 4 

28 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ※1 0.1ｍｇ/L 以下 0.053mg/L 4 4 

29 トリクロロ酢酸※1 0.03ｍｇ/L 以下 0.024mg/L 4 4 

30 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ※1 0.03ｍｇ/L 以下 0.015mg/L 4 4 

31 ブロモホルム※1 0.09ｍｇ/L 以下 0.001mg/L 未満 4 4 

32 ホルムアルデヒド※1 0.08ｍｇ/L 以下 0.008mg/L 未満 4 4 
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基

準 

№ 

水質基準項目 基準値 
過去 3 年間の 

蛇口の最大値 

過去 3 年間の 

検査結果から 

減じることが 

できる回数 

検査計画回数（回／年） 

給水栓 原水・浄水 

33 亜鉛及びその化合物 1ｍｇ/L 以下 0.010mg/L 

※3 

4 4 

34 アルミニウム及びその化合物 0.2ｍｇ/L 以下 0.06mg/L 4 4 

35 鉄及びその化合物 0.3ｍｇ/L 以下 0.03mg/L 未満 12 12 

36 銅及びその化合物 1ｍｇ/L 以下 0.01mg/L 未満 4 4 

37 ナトリウム及びその化合物 200ｍｇ/L 以下 12.0mg/L 4 4 

38 マンガン及びその化合物 0.05ｍｇ/L 以下 0.001mg/L 未満 12 12 

39 塩化物イオン 200ｍｇ/L 以下 18.6mg/L 1 ヶ月に１回以上 12 12 

40 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300ｍｇ/L 以下 48.0mg/L 

※3 

4 4 

41 蒸発残留物 500ｍｇ/L 以下 128mg/L 4 4 

42 陰ｲｵﾝ界面活性剤 0.2ｍｇ/L 以下 0.02mg/L 未満 4 4 

43 ジェオスミン※2 0.00001ｍｇ/L 以下 0.000002mg/L 発生時期 

1 ヶ月に１回以上 

3 3 

44 ２－メチルイソボルネオール※2 0.00001ｍｇ/L 以下 0.000001mg/L 3 3 

45 非イオン界面活性剤 0.02ｍｇ/L 以下 0.002mg/L 未満 
※3 

4 4 

46 フェノール類 0.005ｍｇ/L 以下 0.0005mg/L 未満 4 4 

47 有機物（全有機炭素（TOC）の量） 3ｍｇ/L 以下 1.4mg/L 

1 ヶ月に１回以上 

12 12 

48 ｐH 値 5.8～8.6 7.60  12 12 

49 味 異常でないこと 異常なし 12 12 

50 臭気 異常でないこと 異常なし 12 12 

51 色度 5 度以下 0.5 度未満 12 12 

52 濁度 2 度以下 0.1 度未満 12 12 

 

※1 №22 塩素酸から№32 ホルムアルデヒドは浄水処理に由来する消毒副生成物のため原水では行いません。 

※2 カビ臭物質の№43 ジェオスミン、№44 2-メチルイソボルネオールは水質状況に応じて月に１回以上行います。 

※3 は３ヵ月に１回以上の検査頻度ですが、過去３年間の結果が基準値の 1/5 以下の時は概ね１年に１回以上、また

基準値の 1/10 以下の時は概ね３年に１回以上に省略することが出来ますが、回数を減らさずに検査します。 

※4 令和４年度～令和６年度の給水栓（蛇口）の検査実績はありません。ただし、原水と浄水で検査を実施し、定量下限

値未満であることを確認しています。 
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（１）独自に行う水質検査  

① すべての浄水場の原水、処理過程水、浄水について表３の項目を月に１回行います。 

そのうち原水と浄水については、表４の項目を表５の頻度で検査を行います。 

 

<表５> 各浄水場原水と浄水の検査回数（年間）                

 浄水場名 原水 浄水 浄水場名 原水 浄水 

保呂羽 ４回 ４回 楼台 １回 ２回 

石越 ２回 ２回 大萱沢 １回 ２回 

錦織 １回 ２回 合ノ木 １回 １回 

米谷 １回 ２回 大綱木 １回 １回 

米川 １回 ２回     

 

③  水質管理目標設定項目検査 

保呂羽浄水場の浄水は年２回、その他の浄水場の浄水は年１回、保呂羽・米川浄水場の

原水は年１回、表６の項目の検査を行います。このうち、No.15 農薬類については全浄水

場の浄水で年１回検査を行います。 

 

  <表６> 水質管理目標設定項目表                  

№ 水質管理目標設定項目 目標値(mg/L) 

1 アンチモン及びその化合物 0.02mg/L 以下 

2 ウラン及びその化合物 0.002mg/L 以下※1 

3 ニッケル及びその化合物 0.02mg/L 以下 

5 1,2－ジクロロエタン 0.004mg/L 以下 

8 トルエン 0.4mg/L 以下 

9 フタル酸ジ(２－エチルヘキシル) 0.08mg/L 以下 

10 亜塩素酸※2 0.6mg/L 以下 

12 二酸化塩素※2 0.6mg/L 以下 

13 ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L 以下※1 

14 抱水クロラール 0.02mg/L 以下※1 

15 農薬類 検出値と目標値の和の比として１以下 

16 残留塩素 1mg/L 以下 

17 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 10mg/L以上 100mg/L以下 

18 マンガン及びその化合物 0.01mg/L 以下 

19 遊離炭酸 20mg/L 以下 

20 1,1,1－トリクロロエタン 0.3mg/L 以下 

21 メチル－ｔ－ブチルエーテル 0.02mg/L 以下 

22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量） 3mg/L 以下 

23 臭気強度(TON) 3 以下 

24 蒸発残留物 30mg/L以上 200mg/L以下 

25 濁度 1 度以下 
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26 ｐH値 7.5程度 

27 腐食性（ランゲリア指数） －１程度とし極力 0に近づける 

28 従属栄養細菌 2000個以下/ml※1 

29 1,1－ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下 

30 アルミニウム及びその化合物 0.1mg/L 以下 

※1 暫定値 

※2 浄水処理において二酸化塩素を使用していないため、№12 二酸化塩素は検査を行いません。  

  また№10 亜塩素酸は二酸化塩素が分解されて生じる物質のため、同様に検査は行いません。 

 

③ 日常の浄水処理状況確認のため、各浄水場で浄水処理の指標となる表７の項目を表８の

頻度で検査を行います。 

 

<表７> 浄水処理状況確認のための検査項目 

検査項目 原水 処理過程水 浄水 

水温 〇 〇 〇 

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 〇 － 〇 

塩化物イオン 〇 － 〇 

全有機炭素（TOC） 〇 － 〇 

ｐH値 〇 〇 〇 

臭気 〇 〇 〇 

色度 〇 〇 〇 

濁度 〇 〇 〇 

残留塩素 － 〇 〇 

総アルカリ度 〇 〇 〇 

電気伝導率 〇 － － 

 

    <表８> 各浄水場の検体と検査頻度 

水源 浄水場名 検体 頻度 

表流水 

保呂羽 
原水、処理過程水、浄水 ２回/週 

石越 

合ノ木、大綱木 

原水、浄水 

１回/２週 

湧水 大萱沢 
１回/週 

伏流水 錦織 

地下水 米谷、米川、楼台 １回/２週 
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④  クリプトスポリジウム等検査 

「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に従い、保呂羽浄水場の原水は年

２回、他浄水場の原水は年１回の検査を行います。またクリプトスポリジウム等の指標

となる嫌気性芽胞菌検査は５-(2)-①の検査時に原水で行います。 

 

⑤  放射性物質検査 

福島第一原子力発電所の事故に関連して各浄水場の浄水について概ね３か月ごとに放

射性セシウムの検査を行います。 

 

⑥  ダイオキシン類 

     宮城県水道水質管理計画に基づき、保呂羽浄水場の原水及び浄水、米川浄水場の浄水

について年１回の検査を行います。 

 

６ 水質検査方法 

（１）法令に基づき行う水質検査のうち毎日検査は給水栓使用者に委託します。色、濁りは、目

視で確認し、残留塩素は、DPD（ジエチル-p-フェニレンジアミン）法で測定します。 

（２）検査項目のうち保呂羽浄水場の水質検査室で検査ができない下記の項目は、登録検査機関

へ委託します。また、保呂羽浄水場の再構築事業に伴い、水質検査室の稼働が停止する期

間は、登録検査機関へ委託します。 

① 表４水質基準項目のうち、№４水銀及びその化合物、№10 シアン化物イオン及び塩化

シアン、№13 ホウ素及びその化合物、№20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペル

フルオロオクタン酸（PFOA）、№27臭素酸、№45非イオン界面活性剤 

② 表６水質管理目標設定項目のうち、№１アンチモン及びその化合物、№２ウラン及び 

その化合物、№９フタル酸ジ（２－エチルヘキシル）、№13ジクロロアセトニトリル、 

№14抱水クロラール、№15農薬類 

③ クリプトスポリジウム等、放射性物質、ダイオキシン類 

（３）上記の水質検査方法は「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」

(平成 15年厚生労働省告示第 261号) 、「水質管理目標設定項目の検査方法」(平成 15年

10月 10日付健水発第 1010001号)、その他関連法令に基づき行います。 

 

７ 臨時の水質検査 

水源等で、以下の状況により水質基準に適合しないおそれがある場合や、その他の緊急・異 

常時は、原因を調査し、状況に応じた検査項目を水質基準項目及び水質管理目標設定項目等か

ら選択し、臨時検査を行います。 

（１）水源の水質が著しく悪化したとき。 

（２）水源に異常があったとき。 

（３）浄水処理過程に異常があったとき。 

（４）水源付近、給水区域及びその周辺などにおいて消化器系伝染病が流行しているとき。 

（５）配水管の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。 

（６）その他、特に必要があると認められるとき。 
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８ 水質検査計画と結果の公表 

（１）水質検査計画は毎事業年度の開始前までに作成し、登米市上下水道部のホームページ上で

公表します。 

（２）水質検査結果は上半期分を 10 月、下半期分を 4 月に登米市上下水道部のホームページ上

で公表します。 

 

９ 水質検査結果の評価と水質検査計画の見直し 

水質検査計画に基づく水質検査の結果を過去の検査結果等と比較して評価を行います。こ

の水質検査結果の評価や、水質基準等の改正を踏まえ、翌年度の水質検査計画の見直しに反

映します。 

 

10 水質検査の精度と信頼性確保 

（１）原則として基準値及び目標値の 1/10 以下を定量下限値とし、精度の高い検査に努めます。 

（２）国が実施する外部精度管理に参加するほか、内部精度管理を行い、検査技術及び検査精度

の向上と信頼性確保に努めます。 

（３）厚生労働省の「水質検査方法の妥当性評価ガイドライン(平成 29年 10月 18日一部改定)」

に基づき、作成した検査実施標準作業書に準拠して、得られた水質検査結果の妥当性を評価

し信頼性を確保します。 

 

11 水質異常時の対応 

（１）登米市上下水道部水質汚染事故対策マニュアルを基に、必要な措置を講じます。 

（２）水道水由来の健康被害が発生するおそれのある場合は、関係省庁及び宮城県等と連携して

対応策を講じます。 

（３）水源で水質汚染事故が発生した場合は、河川管理者や北上川汚濁防止協議会等と連携して

現地調査や採水を行い、水質を確認のうえ適正な浄水処理により、水道水の安全を確保しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 

登米市上下水道部水道施設課 

宮城県登米市登米町寺池目子待井 381番地 1 

TEL 0220－52－3312 

FAX 0220－52－3316 

ホームページ http://tome-suido.com  

令和８年３月作成 


